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はじめに
　社労士試験は10科目と出題範囲も広く、また内容もかなり細かくなってき
ています。その結果、多くの受験生が学習の的を絞れずに困惑しているのが
現状ではないでしょうか。ところが、過去10年間の試験問題を子細に分析・
検討してみると、各科目とも、内容の類似した、極端な場合には全く同じ問
題がくり返し出題されていることがわかります。したがって過去の出題傾向を
しっかり把握しておけば、ムダのない的を絞った学習が可能となるわけです。
　以上のことを踏まえ本書は、過去10年間の本試験問題を、科目ごとに項目
別に「一問一答形式」にまとめました。ここ最近の択一式試験では、「組合
せ問題」や正解の個数を選ばせる「個数問題」も出題されていますが、一問
一答形式で学習を進めていけば、どのような出題方式にも対応しうる力をつ
けることができます。また、選択式問題では、本試験の出題形式のまま載せ
てありますので、実践的な演習が行えます。
　さらに、本書の解説においては、過去問を「解く」だけでなく、あわせて
確認しておきたい「ポイント」や「プラスα」の知識も充実させました。ま
た、同シリーズの『合格テキスト』と併用していただくと、より学習効果が
高まります。
　以上のような特徴をもった本書を学習することにより、「社労士本試験に
おいて何が求められているか」を明確につかむことができ、自信をもって本
試験に臨むことができるはずです。
　受験生の皆さんが本書を利用され、限られた学習時間を少しでも有効に活
用されて、所期の志を達成されることを心よりお祈りいたします。
　2021年 9 月

TAC社会保険労務士講座
教材制作チーム一同

　本書は、2021年 9月10日現在において公布され、かつ、2022年本試験
実施要項が発表されるまで施行されることが確定しているものに基づいて作
成しております。
　なお、2021年 9月11日以降に法改正のあるもの、また法改正はなされて
いるが、施行規則等で未だ細目について定められていないものについては、
2022年２月上旬より、小社ホームページにて「法改正情報」を順次公開い
たします。

TAC出版書籍販売サイト「サイバーブックストア」
https://bookstore.tac-school.co.jp
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本書の構成と効果的な活用法
本書の構成要素 労働条件の原則、労働基準法の適用1

最新問題
問題 1   労働基準法第 1条第 2項にいう「この基準を理由として」とは、

労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を
低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決
定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

過 去 問
問題 1   労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営む

ための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

問題 2   労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低
基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として
労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努める
ことを労働関係の当事者に義務づけている。

問題 3   労働基準法第 1条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を
宣明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常
に考慮されなければならない。

R3-1A

H27-1A

H25-5B

H28-1ｱ

過 去 問
問題 1   障害給付を支給すべき身体障害の障害等級は、障害補償給付を支

給すべき身体障害の障害等級と同じく、厚生労働省令で定める障害
等級表に定めるところによる。

問題 2   厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の身体障害
は、その障害の程度に応じて、同表に掲げる身体障害に準じて障害
等級を定めることとされている。

問題 3   業務災害による身体の部位の機能障害と、そこから派生した神経
症状が、医学的にみて一個の病像と把握される場合には、当該機能
障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、その等級は重
い方の障害等級による。

H24-2A

H30-6A

H25-2D

難

【問題のレベル表示の見方】
キホンマーク
マークのある問題は、テキストを一読し

た直後に取り組みやすいキホン問題です。
いきなり10年分は、ハードルが高いと感じ
る方は、まずはこのマークがある問題から
進めていきましょう。
難問マーク

この問題は、最初は解けなくても不安にな
る必要はありません。解説をみて、最終的
に解けるようになることを目標に進めてい
きましょう。

令和 3年度の本試験問題を各項目の冒頭に
掲載し、最新の本試験傾向が把握しやすい
構成となっています。
その他は年度に関係なく、同シリーズの『合
格テキスト』にあわせた順に掲載しています。

【出題年度と問題番号の見方】
全問、出題年度と問題番号つきです。年度マークの見方は次のとおりです。
　H30-1A　平成30年の択一式、問 1のＡ肢で出題
　H30-選　　平成30年の選択式で出題
　※ 出題年度・問題番号に「改」と表示している問題は、法改正等により、一部改題が入って

いるものです。

なお、出題年度によって、年度マークを太字と細字で分けて表示しています。
令和 3年～平成27年の直近７年分は太字で強調（例 H30-1A）。さらにさかのぼった
8～10年前の問題（平成26～24年）は細字（例H25-3D）となっています。
※ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律については、労働者災害補償保険法の問 8～10、
雇用保険法の問 8～10に分けて出題されることから、以下のように表示しています。

　H30-災8A　平成30年の択一式、労働者災害補償保険法、問 8のＡ肢で出題
　H30-雇8A　平成30年の択一式、雇用保険法、問 8のＡ肢で出題
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◯受験経験のある方は、年度順に解きましょう！
　①　まずはR3～H27問題を解く（年度マークが太字の問題）
　②　終わったらH26～24問題を解く（年度マークが細字の問題）
　③ 　間違えた問題を中心によく復習。同シリーズの『合格テキスト』も併用し、
全体をマスターしましょう！

◯初学者の方は、優先順位の高いものから順に解きましょう！
　①　 マークのある問題から解く
　②　次にマークなし問題を解く
　③ 　①②が確実に解けるようになったら マークのある問題にチャレンジ！
参考  学習スケジュールのイメージ

～ 3月 4月～ 6月 7月､ 8 月
受験経験者 R3～H27（太字） H26～24（細字） 間違えた問題を中

心に繰り返し演習初学者  問題
マークなし

 問題

効果的な活用法

過去問検索索引
本書の索引は過去問の番号から該当頁の
検索ができるように組み立てられていま
す。解きたい問題がすぐに探し出せて便
利です。

ここが
便利！

解答 1  〇　法 1条 2項、昭和63.3.14基発150号。設問の通り正しい。

解答 1  〇　法 1条 1項。設問の通り正しい。

労働者が人たるに値する生活を営むためには、その標準家族の生活をも
含めて考えることとされている。

プラス
α
プラス
α

解答 2  〇　法 1条 2項。設問の通り正しい。

設問の規定（法１条２項）については、労働条件の低下が労働基準法の
基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社
会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある場合には、当該規定には
抵触しない。

労働関係の当事者には、労働者及び使用者のみならず、労働組合及び使
用者団体をも含む。

プラス
α
プラス
α

解答 3  〇　法 1条、昭和22.9.13発基17号。設問の通り正しい。

解答 1  〇　則18条の8,1項。設問の通り正しい。障害給付を支給すべき身
体障害の障害等級については、障害補償給付を支給すべき身体障害
の障害等級に関する規定（厚生労働省令で定める障害等級表）が準用
されている。なお、複数事業労働者障害給付についても同様であ
る。

解答 2  〇　法15条 1項、則14条４項。設問の通り正しい。なお、障害等
級表は、労働能力の喪失の程度に応じて第 1級から第14級までの
14段階に区分されている。

解答 3  〇　平成18.1.25基発0125002号、最一小昭和55.3.27玉名労働基
準監督署長（障害等級決定取消請求）事件。設問の通り正しい。設問
のように、身体の部位の機能障害とそこから派生した神経症状が医
学的にみて一個の病像と把握される場合には、併合繰上げは行われ
ず、当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し、
その等級は重い方の障害等級によるものとされている。

【解答の見方】
TACの過去10の解答は、問題の論点をおさえるだけ
でなく、周辺知識のインプットも効果的に行えるよ
う、解説にとくにこだわっています。

  超重要事項のまとめです。
  問題と一緒に確認しておきたい内容です。

まず 1周目は、問題を解き、解答をあわせていくこ
とに専念し、 2周目以降は、解説を読みながら、知
識の拡充をしていってください。

付属の「こたえかくすシート」で解答を隠しながら
学習することができるので、とても便利です。
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社会保険労務士試験の概要
試験概要・実施スケジュール 

受験案内配布 4 月中旬～

受験申込受付期間 4月中旬～5月下旬（令和3年は4月19日～5月31日）
※郵送にて申込み（令和4年度より「オンライン手続」に変更予定）

試験日程 8 月下旬（令和３年は 8月22日）
合格発表 10月下旬（令和３年は10月29日）
受験料 15,000円

主な受験資格 

学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学、短期大学、専門職大学、専門職短
期大学若しくは高等専門学校（ 5年制）を卒業した者（専攻の学部学科は問わない）
行政書士となる資格を有する者

※ 詳細は「全国社会保険労務士会連合会試験センター」のホームページにて
ご確認ください。

よくわかる社労士シリーズの活用法
　「よくわかる社労士」シリーズは、社労士試験の完全合格を実現するため
の、実践的シリーズです。過去10年分の本試験傾向を網羅的につかめる『合
格するための過去10年本試験問題集』と、条文ベースの本文で確実に理解
することができる『合格テキスト』を中心としたシリーズ構成で、常に変化
していく試験傾向にも柔軟に対応できる力を身につけていくことができま
す。

学習の流れ 

過去 10年分の傾向を
くまなくチェック！

テキストで知識
定着！理解！

本試験形式の予想
模試で総仕上げ！

全４冊 科目別・全 11冊

『合格するための過去
10年本試験問題集』

『合格テキスト』 『本試験をあてる TAC
直前予想模試社労士』

繰り返し
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試験形式 

選択式
8問出題（40点満点〈1問あたり空欄が５つ〉）　解答時間は80分
文章中の5つの空欄に、選択肢の中から正解番号を選び、マークシートに
記入します。

択一式 70問出題（70点満点）　解答時間は210分
5つの選択肢の中から、正解肢をマークシートに記入します。

合格基準 

　合格基準について、年度により多少の前後がありますが、例年総得点の7
割程度となります。それぞれの試験における総得点の基準と、各科目ごとの
基準との両方をクリアする必要があります。
　参考  令和２年度本試験の合格基準
　　　　選択式： 総得点25点以上、各科目 3点以上（ただし、労務管理その他の労働に関する

一般常識、社会保険に関する一般常識及び健康保険法は 2点以上）
　　　　択一式： 総得点44点以上、各科目 4点以上

試験科目 

科目名 選択式 択一式
労働基準法 2 科目

混合問題で 1問
7問

労働安全衛生法 3 問
労働者災害補償保険法 1 問 7問
雇用保険法 1 問 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 なし 6問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1 問

10問
社会保険に関する一般常識 1 問
健康保険法 1 問 10問
厚生年金保険法 1 問 10問
国民年金法 1 問 10問

過去５年間の受験者数・合格者数の推移 

年　度 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年
受験申込者数 51,953人 49,902人 49,582人 49,570人 49,250人
受験者数 39,972人 38,685人 38,427人 38,428人 34,845人
合格者数 1,770人 2,613人 2,413人 2,525人 2,237人
合格率 4.4% 6.8% 6.3% 6.6% 6.4%

詳細の受験資格や受験申込み及びお問合せは
「全国社会保険労務士会連合会試験センター」へ

http://www.sharosi-siken.or.jp
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目的、権限の委任等1

最新問題
問題 1   死亡一時金の給付を受ける権利の裁定の請求の受理及び当該請

求に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長（特別区の
区長を含む。）が行う。また当該請求を行うべき市町村（特別区を含
む。以下本問において同じ。）は、当該請求者の住所地の市町村であ
る。

過 去 問
問題 1   国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な保険給付

を行うものとされ、国民年金法に基づくすべての給付は保険原理に
より行われる。

問題 2   国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律
によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市
町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校
教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌すること
とされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

問題 3   任意加入の申出の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務
は、日本年金機構に委任されており、当該申出の受理及び申出に係
る事実についての審査に関する事務は、日本年金機構が行うものと
されていて、市町村長がこれを行うことはできない。

R3-6C

H26-7A

H30-3E

H28-4ｵ
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解答 1  〇　令 1条の2,3号ヘ、則62条。設問の通り正しい。

解答 1  ×　法 2条、法30条の 4、法85条 1項、法94条の2,1項、 2項。
国民年金は、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給

・ ・

付を行う
ものとされている。国民年金法の給付には、無拠出制の20歳前傷
病による障害基礎年金があり、また、法所定の国庫負担や厚生年金
保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等による基礎年金
拠出金の納付や負担が行われているため、すべての給付が保険原理
により行われているわけではない。

解答 2  〇　法 3条 2項。設問の通り正しい。

解答 3  ×　法 3条 3項、法109条の4,1項 1号、令 1条の 2。設問の申出
の受理及び申出に係る事実についての審査に関する事務は、市町村
長が行うこととされている。
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問題 4   日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入
被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者が
いる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その
手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事
務所又は市町村長（特別区の区長を含む。）に対して行うこととされ
ている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとす
る。

問題 5   日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働
大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣
の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせな
ければならない。

問題 6   国民年金法第10章「国民年金基金及び国民年金基金連合会」に
規定する厚生労働大臣の権限のうち国民年金基金に係るものは、厚
生労働省令の定めるところにより、その一部を地方厚生局長に委任
することができ、当該地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働
省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができ
る。

定義2

最新問題
問題 1   保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付すること

を要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴
収された期間、例えば半額免除の規定が適用され免除されない残り
の部分（半額）の額が納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間
ではなく保険料半額免除期間となる。

H29-10E

H30-4B

R元-1ｲ

R3-6E
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解答 4  〇　令 2条 1項、平成21.12.28厚労告528号、平成19.6.29庁保険
発第0629002号。設問の通り正しい。

解答 5  〇　法109条の7,1項、法109条の6,1項。設問の通り正しい。滞納
処分（国税滞納処分の例による処分）等に関する厚生労働大臣の権限
に係る事務は、日本年金機構に委任されているが、日本年金機構が
滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受
けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなけ
ればならない。この滞納処分等実施規程は、日本年金機構が定め、
厚生労働大臣の認可を受けなければならないこととされている。

解答 6  〇　法142条の2。設問の通り正しい。

解答 1  〇　法 5条 4項、 5項、 6項。設問の通り正しい。
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過 去 問
問題 1   保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他

の厚生労働省令で定める事由がある被保険者からの申請に基づい
て、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、すで
に納付されたものを除き、その一部の額を納付することを要しない
ものとすることができるが、当該保険料につきその残余の額が納付
されたものに係る被保険者期間（追納はされていないものとする。）
は、保険料納付済期間とされない。

問題 2   第 1 号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された
金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納
付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を
納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。

問題 3   保険料納付済期間には、督促及び滞納処分により保険料が納付さ
れた期間を含む。

問題 4   保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一
部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、
その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。

問題 5   国民年金法第 5条第 3項に規定される保険料全額免除期間には、
学生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされ
た期間（追納された保険料に係る期間を除く。）は含まれない。

問題 6   保険料全額免除期間とは、第 1号被保険者としての被保険者期
間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免
除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期
間（追納した期間を除く。）を合算した期間である。

H28-7D

H28-7E

H24-7C

H24-7E

H28-1ｵ

R2-5B
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解答 1  〇　法 5条 1項、法90条の2,1項 3号、 2項 3号、 3項 3号。設
問の通り正しい。

解答 2  〇　法 5条 1項。設問の通り正しい。

解答 3  〇　法 5条 1項。設問の通り正しい。督促及び滞納処分の規定に
より徴収された保険料に係る期間も、保険料納付済期間とされる。

解答 4  〇　法 5条 1項。設問の通り正しい。例えば、第 1号被保険者が、
保険料 4分の 1免除期間について、免除される額（ 4分の 1の部
分）以外の残りの額（ 4分の 3の部分）の保険料を納付した期間は、
保険料を納付した期間・・・・・・・・・・ではあるが、保険料納付済期間には含まれ
ず、保険料 4分の 1免除期間とされる。

解答 5  ×　法 5条 3項。法第 5条第 3項の保険料全額免除期間には、学
生納付特例の規定により保険料を納付することを要しないとされた
期間（追納された保険料に係る期間を除く。）も含まれる。

解答 6  ×　法 5条 1項、 3項、（16）法附則19条 4項、（26）法附則14条
3項。国民年金法における保険料全額免除期間に、「産前産後期間
の保険料免除」の規定により保険料を免除された期間は含まれな・・・・

い・。国民年金法において、産前産後期間の保険料免除に係る被保険
者期間は、保険料納付済期間とされる。
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問題 7   保険料全額免除を受けた期間のうち保険料を追納した期間は、保
険料納付済期間とされる。

問題 8   国民年金法第 5条第 7項に定める「婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者」（いわゆる事実婚関係にあ
る者）の認定基準及び認定の取扱いに関する次の記述のうち、誤っ
ているものはどれか。

 Ａ 　事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうの
であり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦
としての共同生活と認められる事実関係をいい、①当事者間に、
社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させよ
うとする合意があること、②当事者間に、社会通念上、夫婦の共
同生活と認められる事実関係が存在すること、の要件を備えるこ
とを要する。

 Ｂ 　当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合については、原
則としてこれを事実婚関係にある者とは認定しない。

 Ｃ 　離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているに
もかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者に
ついては、その者の状態が所定の要件に該当すれば、これを事実
婚関係にある者として認定する。

 Ｄ 　届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にあ
り、届出による婚姻関係において、一方の悪意の遺棄によって夫
婦としての共同生活が行われておらず、その状態がおおむね 5
年程度以上継続しているときは、届出による婚姻関係がその実体
を全く失ったものとなっているとみなし、内縁関係にある者を事
実婚関係にある者として認定する。

 Ｅ 　内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係が
その実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内
縁関係における配偶者を事実婚関係にある者として認定する。

H24-7D

H25-4改

難
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解答 7  〇　法 5条 3項、法94条 4項。設問の通り正しい。

追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が
納付されたものとみなされる。

プラス
α
プラス
α

解答 8  正解　Ｄ　
 Ａ　〇　平成23.3.23年発0323第 1号。設問の通り正しい。
 Ｂ　 〇　平成23.3.23年発0323第 1号。設問の通り正しい。設問A

の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内
縁関係である場合、すなわち、民法第734条（近親婚の制限）、
同法第735条（直系姻族間の婚姻禁止）又は同法第736条（養親
子関係者間の婚姻禁止）の規定のいずれかに違反することとな
るような内縁関係にある者については、原則として、これを事
実婚関係にある者とは認定しないものとする。

 Ｃ　 〇　平成23.3.23年発0323第 1号。設問の通り正しい。離婚
の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもか
かわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取
扱いについては、その者の状態が設問Aの認定の要件に該当す
れば、これを事実婚関係にある者として認定するものとする。

 Ｄ　 ×　平成23.3.23年発0323第 1号。「おおむね 5年程度以上」
を「おおむね1

・

0年
・ ・ ・ ・ ・

程度以上」に置き換えると正しい記述となる。

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の
取扱いについては、原則として、届出による婚姻関係を優先するが、
届
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっていると

・ ・
きに

限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものと
する。「一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われて
いない場合であって、その状態が長期間（おおむね10年程度以上）継続
し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき」
等に該当する場合には、この「届出による婚姻関係がその実体を全く
失ったものとなっているとき」に該当するものとして取り扱うことと
する。

Point

 Ｅ　〇　平成23.3.23年発0323第 1号。設問の通り正しい。
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被保険者の種類3

最新問題
問題 1   日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法の

規定に基づく活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦におい
て 1年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似す
る活動を行うものは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満
の者であっても第 1号被保険者とならない。

問題 2   老齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者の収入
によって生計を維持する55歳の配偶者は、第 3号被保険者とはな
らない。

問題 3   第 2 号被保険者の被扶養配偶者であって、観光、保養又はボラ
ンティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する日本
国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の者は、第 3号被保険者
となることができる。

問題 4   年間収入が280万円の第 2号被保険者と同一世帯に属している、
日本国内に住所を有する年間収入が130万円の厚生年金保険法によ
る障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害の状態にある50
歳の配偶者は、被扶養配偶者に該当しないため、第 3号被保険者
とはならない。

問題 5   昭和31年 4月 1日生まれの者であって、日本国内に住所を有す
る65歳の者（第 2号被保険者を除く。）は、障害基礎年金の受給権を
有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることが
できる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢
又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないも
のとする。

R3-3C

R3-3B

R3-3D

R3-5A

R3-3E
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解答 1  〇　法 7条 1項 1号、則 1条の2,2号。設問の通り正しい。

解答 2  〇　法 7条 1項 2号、 3号、法附則 3条。設問の通り正しい。老
齢厚生年金を受給する66歳の厚生年金保険の被保険者は第 2号被
保険者ではないため、この者の配偶者は第 3号被保険者とならな
い。

解答 3  〇　法 7条 1項 3号、則 1条の3,3号。設問の通り正しい。

解答 4  ×　法 7条 2項、令 4条、昭61.3.31庁保発13号。設問の配偶者
は、被扶養配偶者に該当するため、第 3号被保険者となる。

解答 5  〇　（6）法附則11条 1項 1号、（16）法附則23条 1項 1号。設問の
通り正しい。



14

過 去 問
問題 1   被保険者の資格として、第 1号被保険者は国籍要件、国内居住

要件及び年齢要件のすべてを満たす必要があるのに対し、第 2号
被保険者及び第 3号被保険者は国内居住要件及び年齢要件を満た
す必要があるが、国籍要件を満たす必要はない。

問題 2   日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の外国人で第 2号及
び第 3号被保険者に該当しない者のうち、適法に 3か月を超えて
在留する者であって住民基本台帳に記録された者は、第 1号被保
険者として適用を受ける。

問題 3   外国人で住民基本台帳に記録されない短期滞在者については、日
本国内に住所を有することが明らかになった者であっても第 1号
被保険者としては適用されない。

問題 4   外国人である第 1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなっ
たときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日とする。

問題 5   日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚
生年金保険法に基づく遺族給付の受給権者は、第 1号被保険者と
はならない。

R元-5A

H25-5ｱ

難

H25-5ｲ

難

H25-5ｳ

H25-2ｴ改
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解答 1  ×　法 7条 1項。第 1号被保険者について、国籍要件は問われな
い。また、第 2号被保険者は国内居住要件を問われず、原則とし
て、年齢要件も問われない。

解答 2  〇　法 7条 1項 1号、平成24.6.14年国発0614第 1号、年管管発
0614第 2号。設問の通り正しい。日本国内に住所を有する20歳以
上60歳未満の外国人で第 2号被保険者及び第 3号被保険者に該当
しない者は、適用除外に該当しない限り、第 1号被保険者となる
が、その事務の取扱いは、原則として住民基本台帳法に規定する外
国人住民であって住民基本台帳に記録された者を対象者とする。な
お、適法に 3月を超えて在留する等の外国人であって住所を有す
る者は住民基本台帳法の適用対象とされるが、当該住民基本台帳法
の適用対象となった者であっても、則１条の２に規定される者（医
療滞在ビザで滞在する者や観光・保養を目的とするロングステイビ
ザで滞在する者）は、第１号被保険者とはならない。

解答 3  ×　法 7条 1項 1号、平成24.6.14年国発0614第 1号、年管管発
0614第 2号。原則は、 解答 2の通りであるが、外国人で住民基本
台帳に記録されない短期滞在者等のうち、日本国内に住所を有する
ことが明らかとなった者についても第 1号被保険者の適用の対象
とする。

解答 4  ×　法 9条 2号、平成24.6.14年国発0614第 1号、年管管発0614
第 2号。外国人である第 1号被保険者が日本国内に住所を有しな
くなったときの資格喪失年月日は、原則として、出国の日の翌

・ ・

日と
する。

解答 5  ×　法 7条 1項 1号。厚生年金保険法に基づく遺族給付の受給権
者であっても、他の要件を満たしていれば、第 1号被保険者とな
る。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金
保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他国民年金法の
適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者
は、第 1号被保険者とならない。

プラス
α
プラス
α
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問題 6   第 2 号被保険者の被扶養配偶者と認められる場合であっても、
20歳以上の大学生は、第 3号被保険者ではなく第 1号被保険者と
しての適用を受け、学生の保険料納付特例の対象になる。

問題 7   20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第 2号被保
険者となる。

問題 8   65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事
由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由と
する年金給付の受給権を有していれば、第 2号被保険者とならな
い。

問題 9   厚生年金保険の在職老齢年金を受給する65歳以上70歳未満の被
保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の配偶者
は、第 3号被保険者とはならない。

問題10  厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は国民年金の第 2号被保
険者であり、当該高齢任意加入被保険者の収入により生計を維持
し、日本国内に住所を有する配偶者（第 2号被保険者である者その
他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労
働省令で定める者を除く。）のうち20歳以上60歳未満の者は、第 3
号被保険者となる。

問題11  日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、
第 2号被保険者の被扶養配偶者となった場合でも、第 3号被保険
者とはならない。

H24-5E

H29-10C

H26-7C改

H27-1E

H25-2ｲ改

H27-1D
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解答 6  ×　法 7条 1項 1号、 3号。設問の者は第 3号被保険者となるた
め、学生納付特例の対象とはされない。

解答 7  〇　法 7条 1項 2号。設問の通り正しい。

解答 8  ×　法 7条 1項 2号、法附則 3条。65歳以上の厚生年金保険の被
保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政
令で定める給付の受給権を有していなければ、障害を支給事由とす
る年金給付の受給権を有していても、第 2号被保険者となる。

解答 9  〇　法 7条 1項 2号、 3号、法附則 3条。設問の通り正しい。65
歳以上で在職老齢年金を受給する厚生年金保険の被保険者は第 2
号被保険者ではないため、その者によって生計を維持する20歳以
上60歳未満の配偶者は、第 3号被保険者とはならない。

解答10 〇　法 7条 1項 2号、 3号。設問の通り正しい。

解答11 ×　法 7条 1項 3号、則 1条の3,4号。日本国内に住所を有しない
20歳以上60歳未満の外国籍の者であっても、第 2号被保険者が外
国に赴任している間に当該第 2号被保険者との身分関係が生じた
者であって、「外国に赴任する第 2号被保険者に同行する者」と同
等と認められるものであれば、第 3号被保険者となり得る。

　　　　※ 　出題当時は、第 3号被保険者について、国籍要件及び国内居
住要件が問われていなかったことから「×」とされていた。
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問題12  第 3 号被保険者の要件である「主として第 2号被保険者の収入
により生計を維持する」ことの認定は、健康保険法、国家公務員共
済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法にお
ける被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行う。

問題13  第 3 号被保険者が主として第 2号被保険者の収入により生計を
維持することの認定は、厚生労働大臣の権限とされており、当該権
限に係る事務は日本年金機構に委任されていない。

問題14  被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭によ
る保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託
して行うことを希望する旨の申出があった場合におけるその申出の
受理及びその申出の承認の権限に係る事務は、日本年金機構に委任
されており、厚生労働大臣が自ら行うことはできない。

問題15  日本年金機構は、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けなけれ
ば、保険料の納付受託者に対する報告徴収及び立入検査の権限に係
る事務を行うことができない。

問題16  被保険者の資格又は保険料に関する処分に関し、被保険者に対
し、出産予定日に関する書類、被保険者若しくは被保険者の配偶者
若しくは世帯主若しくはこれらの者であった者の資産若しくは収入
の状況に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は職員をして被
保険者に質問させることができる権限に係る事務は、日本年金機構
に委任されているが、厚生労働大臣が自ら行うこともできる。

問題17  受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権
の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類
その他の物件を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事
項に関し受給権者に質問させることができる権限に係る事務は、日
本年金機構に委任されており、厚生労働大臣が自ら行うことはでき
ない。

H27-7A

H28-6A

R2-8ｱ

難

R2-7A

R2-8ｲ改

難

R2-8ｳ

難
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解答12 〇　法 7条 2項、令 4条。設問の通り正しい。

解答13 ×　法 7条 2項、法109条の4,1項 1号、令 4条。設問の認定の権
限に係る事務は、日本年金機構に委任されている。

解答14 〇　法92条の 2、法109条の4,1項17号。設問の通り正しい。

解答15 〇　法109条の8,1項。設問の通り正しい。

解答16 〇　法106条 1項、法109条の4,1項28号。設問の通り正しい。

解答17 ×　法107条 1項、法109条の4,1項29号。設問の権限に係る事務
は、厚生労働大臣が自ら行うことができる。
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